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永年勤続救難所所員に対する小樽海上保安部長表彰授与と 

漁協に対する漂着木造船等の通報指導実施のお知らせ 

 

 平成３０年２月１４日及び同２０日、永年にわたり救難所員として人命財産の救護に多

大な貢献をされた方に対し、小樽海上保安部長から表彰いたします。 

また、これに併せて、各地で散見される漂流・漂着木造船等発見時の注意事項の伝達と

即時通報依頼を、小樽海上保安部の海上保安官と北海道警察の警察官（実施場所を管轄す

る警察署所属）から、管内漁業関係者に対して実施いたします。対象となる漁業協同組合、

救難所と、それぞれの実施日程、場所等については下記のとおりです。 

                    記 

１ 寿都町漁業協同組合、寿都救難所 

（１）実施日時 

   平成３０年２月１４日（水） 

    ・ 表彰授与式  午後１時から 

       ※表彰対象者は１名です。 

    ・ 漂着船等指導 午後１時１５分から 

       ※函館方面寿都警察署が対応予定 

（２）実施場所会議室 

寿都町漁業協同組合 

  寿都郡寿都町字大磯町２０番地先 

 

 

問い合わせ先 

 小 樽 海 上 保 安 部 

   次長  増田 博義 

℡０１３４－２７－６１１８ 



２ 古宇郡漁業協同組合神恵内支所、神恵内救難所 

（１）実施日時 

   平成３０年２月２０日（火） 

    ・ 漂着船等指導 午後１時５０分から 

       ※札幌方面岩内警察署が対応予定 

    ・ 表彰授与式  午後２時から 

       ※表彰対象者は５名です。 

（２）実施場所 

  古宇郡漁業協同組合神恵内支所会議室 

古宇郡神恵内村大字神恵内村２１２２番地 

 

  受賞者の当日のご都合等により、授賞式典への参加者数は変動します。 

表彰授与、合同通報指導等の取材を希望される社は、平成３０年２月１３日（火）午

後５時までに、小樽海上保安部管理課へ御連絡をお願いします。 

                      小樽海上保安部管理課 

０１３４－２７－６１１８ 

 


